
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 令和８年 5 月改訂 ～ 
 

 

 

 

 

 

船橋市立小室小学校 

PTA 会則 



第１章 名称及び事務局 
第１条 この会は船橋市立小室小学校父母の会（PTA）といい、事務局を同校内に置く  

  

第２章 目的及び活動 
第２条 この会は憲法と教育基本法の精神に基づき、保護者と教師が協力して家庭、学校 

及び社会における児童の幸福な成⾧をはかると共に会員相互の教養を高めることを 

目的とする。 

  

第３条 この会は前条の目的を達成するために次の活動をする。  

１．教育に対する理解を深めるために学習する。  

２．公費による教育条件、整備をはたらきかける。  

３．児童の教育環境をよくする。  

４．会員の教養を高めるために研修を行う。  

５．その他の目的達成のために必要な活動をする。  

  

第３章 方 針 
第４条 この会は教育を本旨とする民主的、自主独立の団体としてその活動は次の方針 

によって行われる。  

１．児童の教育及び福祉のために活動する他の団体、機関等と協力する。  

２．他のいかなる個人、団体、行政、学校からの支配、統制、干渉を受けない。  

３．特定な政党や宗教を支持しない。  

４．営利を目的とした行為は行わず、営利的企業を支持する事もできない。  

５．この会は直接に学校の人事、管理に干渉するものではない。  

  

第４章 会 員 
第５条 この会は会の主旨に賛同する次の会員で構成する。  

１．本校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わるもの。  

２．本校に勤務する教職員。  

 

第６条 会員は会費を納入するものとする。但し事情あるときはこれを減免することが 

出来る。 

 

第７条 会員はすべて平等の義務と権利を持つ。  

  

第５章 組織及び運営 
第８条 この会は総会、合同役員会、運営委員会、各専門部会及び役員会の各機関を置く。  



 

第９条 総 会  

１．総会は全会員をもって構成され、この会の最高議決機関である。  

２．定期総会は年１回、年度始めに開催する事とし、開催にあたっては会員を招集して 

の開催および書面による開催、Web アプリによる開催を可とする。 

３．臨時総会は、合同役員会が必要と認めた時、及び会員の 10 分の１以上の要求があ 

   った時、開催する。  

４．総会は全会員の過半数の出席を以って成立する。（但し委任状を含む）  

５．総会の議事は出席者の過半数で決する。（但し委任状を含む） 

６．総会の議⾧は２名、出席した会員から選出する。  

７．総会の通知及び資料は開催日以前に会員に配布しなければならない。  

８．総会は次の事項を行う  

（１） 活動報告の承認及び活動計画案の決定  

（２） 決算の承認及び予算案の決定  

（３） 役員及び会計監査の選出  

（４） 会則改正  

（５） その他の重要事項の審議決定  

 

第１０条 合同役員会  

１．合同役員会は本部役員と活動推進委員により構成する。 

但し、必要に応じて P 連担当役員、補導委員、育成会・地域活動協力委員を含めて

構成する。 

２．合同役員会は総会に次ぐ議決機関とする。  

３．合同役員会は、年度始めに本部役員内の協議により定例会議の日程を設定する事 

とする。 

４．合同役員会は３分の２の委員の出席により成立し、議決は出席者の過半数の同意を

必要とする。（但し委任状（電子媒体可）を含む）   

５．合同役員会は次の事項を行う。  

（１） 総会に提出する議案及び審議事項等の資料作成  

（２） 活動計画案、予算案の審議  

（３） 各部から提出された議案の審議、決定  

（４） 各専門部会間の連絡及び調整  

（５） 細則及び内規等審議、決定  

（６） 合同役員会は細則・内規等の制定又は改廃をした場合は会員に知らせると共に次 

   の総会に報告しなければならない。  

 

第１１条 運営委員会 



１．運営委員会は、会⾧、副会⾧、書記、会計、各専門部部⾧をもって構成する。  

２．運営委員会は各専門部間の連絡調整をはかる。  

３．運営委員会は、会⾧が必要と認めた時召集する。  

４．慶弔規定の承認 

 

第１２条 この会は各専門部を置き、その運営について細則に定める。  

 

第６章 役員会及び役員 
第１３条 役員会はこの会の執行機関であり、次の役員を置く。  

  会⾧１名（保護者）副会⾧２名（保護者）理事１名(学校⾧) 書記３名（保護者２名教職 

員１名） 会計３名（保護者２名教職員１名）  

  但し、状況に応じて増減することができる。  

 

第１４条 役員会は必要に応じて会⾧が招集し、次の事項を行う。  

１．総会に提出する議案の企画審議  

２．決算書の作成  

３．細則及び内規等の起案  

４．その他の緊急事項の処理 

 

第１５条 役員の任務  

 １．会⾧ この会の最高責任者であり会務の総括をする。  

また、必要に応じ本部付きの特別役員を選任することができる。  

 ２．副会⾧ 会⾧を補佐し、会⾧不在の時は任務を代行する。  

 ３．書記 この会の活動に関する事項を記録し、庶務を行う。  

 ４．会計 総会が決定した予算に基づいて会計事務を処理し、正確に金銭の収支を 

記録する。  

 

第１６条 役員の任期  

１．役員の任期は１年とし、再任は妨げない。  

２．任期途中で欠員の生じた場合、合同役員会の承認を得て、補充することができ、任

期は前任者の残任期間とする。  

３．役員の兼任は認めないものとする。  

 

第１７条 役員は、第９条８項（３）に基づき選出される。  

 

第１８条 会員は本人の意思で役員選挙に立候補できる。 

 



第１９条 活動の免除 

１．任期当年の安全パトロール、お手伝い係等の活動は免除とする。 

２．通算任期２年を終了した場合、兄弟姉妹（未就学児含む）分の役員、安全パトロー

ル、お手伝い係等の活動を免除とする。 

３．上記２項に該当する場合は、所定の申請書にて毎年申請する事で、活動免除の適用

とする。 

 

第７章 会 計 
第２０条 会費  

１．この活動に要する経費は会費およびその他の収益をもって充てる。 会費は１世帯月 

２５０円とする。 

２．年度の途中にて児童の転出入があったとき会費は、転入の場合は翌月より納入、転 

出の場合は翌月より還付する。  

 

第２１条  この会の会計年度は、毎年４月 1 日から翌年３月末日までとする。 

 

第２２条  この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。  

但し、経済事情等諸般の事情により期中において見直しが必要な場合は、前年

度と対比可能な証憑を以て、予備費より追加支出を可能とする。 

 

第２３条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。 

 

第２４条 この会の資産及び資金は第２章の目的達成のため以外には使用、又は支出しては

ならない。  

 

第２５条 活動に要する経費の支払いは、証憑（領収書、請求書およびこれらに準じる書類）

の提出を前提とし、用途・目的を確認の上、行うものとする。 

 

第２６条 活動による出張交通費等は、次の各号に基づき支払われるものとする。 

１．公共交通機関（バス・鉄道など）を利用した場合は、自宅（または小室小学校）か

ら目的地までの往復運賃を実費支給する。  

 

２．自家用車を利用した場合は、目的地における駐車料金に限り、第２５条に基づき証 

憑の提出を条件として実費支給する。  

 

第８章 会計監査 
第２７条 会計監査は 1 または 2 名（保護者）とする。 



 

第２８条 この会の会計を監査し総会に報告する。  

 

第２９条 会計監査は保護者を以て充てる事とし、第９条８項 （３）により選出される。 

 

第３０条 会計監査の任期は 1 年とする。 

 

 

第９章 選挙対策委員会 
第３１条 役員の選挙に関する事務を行うために、選挙対策委員を選出する。 

 

第３２条 選挙対策委員会はその任務に関して一切他からの干渉を受けない。  

 

第３３条 選挙対策委員は上記の任務を終了した時に解任される。選挙対策委員会の内規は

別に定める。  

  

第１０章 付 則 
第３４条 この会の運営に関し必要な細則、内規等はこの会則に反しない限りにおいて合同 

役員会の議決を経て定める。  

 

第３５条 この会の会議はすべて公開とする。  

 

第３６条 この会則は総会において出席者の３分の２以上の賛成で改正する事ができる。  

但し、改正案は総会開催の７日以前までに全会員に知らせるものとする。  

  

《細 則》 
1． 活動推進委員 

（１）次年度の活動推進委員は、今年度内に募集し、定数は学年学級数とする。 

但し、状況に応じて増減することができる。 

 （２）活動推進委員の任期は１年とする。 

（３）任期途中で欠員が生じた場合、役員会の承認を得て、補充することができ、任期

は前任者の残任期間とする。 

 

２．専門部の構成と運営は次の通りとする。  

（１）構成  

専門部は広報部と環境部の２部からなり活動推進委員にて構成され、部⾧・会計を 

互選する。  



（２）運営  

１ 広報部 会員の意識向上のための広報活動を行う。  

２ 環境部 児童の校内外における健全な育成を指導すると共に地域の環境改善に 

努める。 

３ 各専門部会は必要に応じて部⾧が招集する。  

 

３．卒業対策委員 

（１）次年度の卒業対策委員は、次年度にて最終学年になる保護者より今年度内に募集

し、定数は２名とする。但し、状況に応じて増減することができる。 

 （２）卒業対策委員の任期は１年とする。 

（３）任期途中で欠員が生じた場合、役員会の承認を得て、補充することができ、任期

は前任者の残任期間とする。 

 

４．本部付き特別役員 

（１）第６章１５条により P 連担当役員、補導委員、育成会・地域活動協力委員を本部 

付き特別役員とする。 

（２）次年度の役員の選出については、今年度内に各学年より募集とする。 

（３）役員の任期は１年とし、再任は妨げない。 

（４）役員の定数は、P 連担当役員（１名）、補導委員（１名）、育成会・地域活動協

力委員（３名）とする。 

但し、状況に応じて増減することができる。 

（５）任期途中で欠員が生じた場合、役員会の承認を得て、補充することができ、任期

は前任者の残任期間とする。 

 

５．活動の免除 

（１）活動推進委員、卒業対策委員および特別役員は任期当年の安全パトロール、お手

伝い係等の活動を免除とする。 

（２）定められた通算任期を終了した場合、兄弟姉妹（未就学児含む）分の役員、安全 

       パトロール、お手伝い係等の活動を免除とする。 

（３）免除対象の通算任期は P 連担当役員/補導委員/育成会・地域活動協力委員は 2 年、 

活動推進委員は４年とする。また、育成会・地域活動協力委員については参加 

80％以上を条件とする。 

なお、以下の場合に於いても同様に活動免除の資格を有するものとする。 

①本部役員（特別役員含む）１期、卒業対策委員もしくは活動推進委員の何れか

を３期の通算４期 

 ②卒業対策委員もしくは活動推進委員の何れかを通算４期 

（４）上記（２）に該当する場合は、所定の申請書にて毎年申請する事で、活動免除の 



適用とする。 

 

 

《選挙対策委員会内規》 
 

１．選挙対策委員会は総会の３ヶ月以上前に、役員の選挙について立候補者および推薦状

の届け出の公示を行う。  

 

２．選挙対策委員会は、役員定数を超える立候補の届け出が生じた場合は、立候補者の 

    氏名、本人の抱負等を全会員に周知し、信任投票を行う。 

 

３．上記２項における信任投票は有効投票数の中から多数決制により信任を受けるもの 

とする。 

 

４．選挙対策委員会はすべての投票の公正を期す。  

 

５．選挙対策委員会は互選により学年問わず６名、教職員会員１名、運営委員から２名で 

構成する。但し、状況に応じて増減することができる。 

 

６．役員定数に対し立候補者および推薦者の中から選任が可能な場合は、役員会および合

同役員会に報告の上、第１７条に基づき選出される。 

 

【表彰規定】  

この会の運営委員会の役職を３期以上連続して務めた者については、総会において表彰

する。 

なお、合同役員会の承認を得た者については表彰することができる。  

【慶弔規定】  

１．結婚の場合  

（１） 対象 教職員のみ  

（２） 金額 ５０００円  

 

２．死亡の場合  

（１）対象 会員とその配偶者及び子供  

（２）金額 ５０００円  

３．対外関係に対する儀礼は５０００円を限度とする。  

４．その他に関しては、運営委員会の承認を受ける。  


